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中間配当に関するお知らせ 

 

本日開催の取締役会において、第１０２期（２０２５年４月１日から２０２６

年３月３１日まで）中間配当につき、下記のとおり決議しましたので、お知らせ

いたします。 

 

記 

 

 当社定款第４０条の規定に基づき、２０２５年９月３０日現在の最終の株主

名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配

当を実施する。 

 

 １．中間配当金  １株につき８２円５０銭（普通配当８２円５０銭） 

  

２．効力発生日並びに支払開始日 ２０２５年１２月１０日（水） 

 

中間配当金関係の書類は、１２月９日にお届けご住所宛にお送りする予定で

す。 

 

以 上 


